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1
ｾﾒﾝﾄ安定処理路盤に使用するｾﾒﾝﾄ
改良材について

特記仕様書　24-7-1（4）施工　において混合に際しては飛散等に十分な対策を実施する
とあるが、施工状況により、材料として粉塵対策対応のものを使用が必要となった場合
は、設計変更の対象となると考えてよいかご教示ください。また、この材料について単価
公表の予定があるかご教示ください。

特記仕様書24-7-1(2)材料 に記載のセメントの使用を想定しております
が、施工状況により、材料として粉塵対策対応のものの使用が必要と監督
員が認めた場合は、別途協議とお考えください。
また、主要な材料について、設計単価を公表予定です。
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